
立
体
形
状
試

料
の
圧
縮
試

験 固
体
試
料
の

強
度
試
験
あ

あ 

一
試
料 

一
項
目 

 一
試
料 

一
項
目 

 

一
、
二
三
〇
円 

（
一
項
目
を
増
す

ご
と
に
四
一
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 

」「 

立

体

形

状

試

料

の

圧

縮

試

験 シ

ー

ト

状

試

料

の

強

度

試

験 固

体

試

料

の

強

度

試

験 

一
試
料 

一
項
目 

一
試
料 

一
項
目 

一
試
料 

一
項
目 

三
、
一
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
二
三
〇
円 

（
一
項
目
を
増
す 

ご
と
に
四
一
〇
円 

を
加
え
る
。
） 

 

三
、
一
〇
〇
円 

」「 

条

例 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
五
十
三
号 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
三
項
中
ル
を
削
り
、
同
表
第
五
項
中
レ
を
削
り
、
ソ
を
レ
と
し
、

ツ
か
ら
オ
ま
で
を
ソ
か
ら
ノ
ま
で
と
し
、
同
表
第
六
項
中
ヨ
を
削
り
、
タ
を
ヨ
と
し
、
レ
か
ら

ラ
ま
で
を
タ
か
ら
ナ
ま
で
と
す
る
。 

                       

「 

を 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
二
項
中 

⑸ 

溶
解
法
に
よ
る
混
用
率 

試
験 

⑷ 

走
査
型

プ
ロ
ー
ブ

顕
微
鏡
に

よ
る
試
験 

原
子
間
力
顕

微
鏡
に
よ
る

も
の 

ト
ン
ネ
ル
顕

微
鏡
に
よ
る

も
の 

一
試
料

（
二
種 

類
以
内 

 

一
試
料 

一
測
定 

 

一
試
料 

一
測
定 

一

、

二

四

〇

円

（
一
種
類
を
増
す

ご
と
に
六
六
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 

九
、
四
九
〇
円

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
六
三
〇
円

を
加
え
る
。
） 

一
二
、
八
〇
〇
円

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
六
三
〇
円

を
加
え
る
。
） 

） 

に
、 

よ
る
試
験 

一
、
二
三
〇
円 

 

「 

「 

40c6d6f6228cd7de4a63c9028632fdce



に
、 

  

⑷ 

キ
ャ
ス

試
験 

⑶ 

中
性
塩 

 

水
噴
霧
試 

 

験 

⑵ 

被
膜
試
験
（
耐
酸
、
耐 

 

ア
ル
カ
リ
、
密
着
、
ピ
ン 

 

ホ
ー
ル
） 

⑴ 

膜
厚
測
定 

九
六
時
間
を 

超
え
る
試
験 

九
六
時
間
以 

内
の
試
験 

四
八
時
間
以 

内
の
試
験 

九
六
〇
時
間 

を
超
え
る
試 

験 九
六
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

七
二
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

四
八
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

二
四
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

九
六
時
間
以 

内
の
試
験 

四
八
時
間
以 

内
の
試
験 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
項
目 

一
試
料 

一
層 

六
、
五
二
〇
円 

四
、
二
三
〇
円 

 

二
、
七
九
〇
円 

二
三
、
八
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
一
〇
〇
円 

 

九
、
五
五
〇
円 

 

五
、
六
〇
〇
円 

 

二
、
八
二
〇
円 

 

一
、
八
六
〇
円 

 
 

 

九
五
〇
円 

六
〇
〇
円 

 

  

⑶ 

キ
ャ
ス

試
験 

⑵ 

中
性
塩 

 
水
噴
霧
試 

 
験 

⑴ 

被
膜
試
験
（
耐
酸
、
耐 

 

ア
ル
カ
リ
、
密
着
、
ピ
ン 

 

ホ
ー
ル
） 

九
六
時
間
を 

超
え
る
試
験 

九
六
時
間
以 

内
の
試
験 

四
八
時
間
以 

内
の
試
験 

九
六
〇
時
間 

を
超
え
る
試 

験 九
六
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

七
二
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

四
八
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

二
四
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

九
六
時
間
以 

内
の
試
験 

四
八
時
間
以 

内
の
試
験 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
項
目 

                                  

⑷ 

走
査
型

プ
ロ
ー
ブ

顕
微
鏡
に

よ
る
試
験 

原
子
間
力
顕

微
鏡
に
よ
る

も
の 

ト
ン
ネ
ル
顕

微
鏡
に
よ
る

も
の 

一
試
料 

一
測
定 

 

一
試
料 

一
測
定 

 

九
、
四
九
〇
円

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
六
三
〇
円

を
加
え
る
。
） 

一
二
、
八
〇
〇
円

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
六
三
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 」「 

「 

を 

「 

⑸ 

溶
解
法
に
よ
る
混
用
率 

試
験 

⑷ 

走
査
型

プ
ロ
ー
ブ

顕
微
鏡
に

よ
る
試
験 

原
子
間
力
顕

微
鏡
に
よ
る

も
の 

ト
ン
ネ
ル
顕

微
鏡
に
よ
る

も
の 

一

試

料

（

二

種

類

以

内

以
内 

一
試
料 

一
項
目 

 

一
試
料 

一
測
定 

一
、
二
四
〇
円

（
一
種
類
を
増
す

ご
と
に
六
六
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 

九
、
四
九
〇
円

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
六
三
〇
円

を
加
え
る
。
） 

一
二
、
八
〇
〇
円

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
六
三
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 
を 

」「 

よ
る
試
験 

「 



  

⑷ 

キ
ャ
ス

試
験 

⑶ 

中
性
塩 

 

水
噴
霧
試 

 

験 

⑵ 

被
膜
試
験
（
耐
酸
、
耐 

 

ア
ル
カ
リ
、
密
着
、
ピ
ン 

 

ホ
ー
ル
） 

九
六
時
間
を 

超
え
る
試
験 

九
六
時
間
以 

内
の
試
験 

四
八
時
間
以 

内
の
試
験 

九
六
〇
時
間 

を
超
え
る
試 

験 九
六
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

七
二
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

四
八
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

二
四
〇
時
間 

以
内
の
試
験 

九
六
時
間
以 

内
の
試
験 

四
八
時
間
以 

内
の
試
験 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

一
項
目 

六
、
五
二
〇
円 

四
、
二
三
〇
円 

 

二
、
七
九
〇
円 

二
三
、
八
〇
〇
円 

一
九
、
〇
〇
〇
円 

一
四
、
一
〇
〇
円 

 

九
、
五
五
〇
円 

 

五
、
六
〇
〇
円 

 

二
、
八
二
〇
円 

 

一
、
八
六
〇
円 

 
 

 

九
五
〇
円 

 

⑸ 

複
合
サ
イ
ク
ル
試
験 

⑷ 

キ
ャ
ス

試
験 

九
六
時
間
を 

超
え
る
試
験 

九
六
時
間
以 

内
の
試
験 

四
八
時
間
以 

内
の
試
験 

二
四
時 

間 一
試
料 

一
試
料 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

八
、
九
三
〇
円 

（
二
四
時
間
ま
で

を
増
す
ご
と
に
四
、

七
三
〇
円
を
加
え

る
。
） 

 

六
、
五
二
〇
円 

 

四
、
二
三
〇
円 

 

二
、
七
九
〇
円 

 

 

                                  

に
改
め
る
。 

⑷ 

複
合
サ
イ
ク
ル
試
験 

⑶ 

キ
ャ
ス 

 

試
験 

 

九
六
時
間
を 

超
え
る
試
験 

九
六
時
間
以 

内
の
試
験 

四
八
時
間
以 

内
の
試
験 

 

二
四
時 

間 一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

 

試
験 

」「 



 

レ 

レ
ー
ザ
ー
加
工
機 

ニ 

高
精
度
３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ 

一
時
間 

一
、
六
一
〇
円 

zzzzzzzzzzzz 

 

 

レ 

レ
ー
ザ
ー
加
工
機 

ニ 

高
精
度
３
Ｄ
ス
キ
ャ
ナ 

一
時
間 

一
、
六
一
〇
円 

zzzzzzzzzzzz 

 

          

第
二
条 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
一
項
中
ラ
を
ム
と
し
、
レ
か
ら
ナ
ま
で
を
ソ
か
ら
ラ
ま
で
と
し
、

タ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
四
項
ト
中
「
二
七
〇
円
」
を
「
六
三
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
第
七

項
中
レ
を
ソ
と
し
、
ニ
か
ら
タ
ま
で
を
ホ
か
ら
レ
ま
で
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
八
項
ホ
中
「
四
四
〇
円
」
を
「
五
五
〇
円
」
に
改
め
る
。 

                

」 

二
〇
円 

三
〇
円 

九
〇
円 

 

レ 

レ
ー
ザ
ー
加
工
機 

 

を 

」 

⑶ 

キ
ャ
ス
試
験 

一
試
料 

（
二
四 

時
間
以 

内
） 

 

三
、
七
三
〇
円 

（
二
四
時
間
ま
で

を
増
す
ご
と
に
二
、

五
九
〇
円
を
加
え

る
。
） 

 

一
時
間 

「 

一
、
六
一
〇
円 

ニ 

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
シ
ス
テ
ム 「 

」「 

に
改
め
、
同
表 

一
時
間 

三
、
一
七
〇
円 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
二
項
中 

⑶ 

キ
ャ
ス 

 

試
験 

九
六
時
間
を 

超
え
る
試
験 

九
六
時
間
以 

内
の
試
験 

四
八
時
間
以 

内
の
試
験 

一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

 

六
、
五
二 

 

四
、
二
三 

 

二
、
七
九 

 

⑷ 

複
合
サ
イ
ク
ル
試
験 

⑶ 

キ
ャ
ス 

 
試
験 

 

九
六
時
間
を 

超
え
る
試
験 

九
六
時
間
以 

内
の
試
験 

四
八
時
間
以 

内
の
試
験 

 

二
四
時 

間 一
試
料 

一
試
料 

一
試
料 

 

 

八
、
九
三
〇
円 

（
二
四
時
間
ま
で

を
増
す
ご
と
に
四
、

七
三
〇
円
を
加
え

る
。
） 

 

六
、
五
二
〇
円 

 

四
、
二
三
〇
円 

 

二
、
七
九
〇
円 

 

 

三
、
七
三
〇
円 

ル
試
験 



⑷ 

真
円
度
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

⑷ 

真
円
度
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

 

三
、
一
一
〇
円

（
一
測
定
を
増
す

ご
と
に
六
二
〇
円

を
加
え
る
。
） 

 

四 

環
境
試

験 

ロ 

冷
熱
衝
撃
試
験
機
に
よ
る
試
験 

イ 

衝
撃
試
験
装
置
に
よ
る
試
験 

一
時
間 

一
試
料 

一
測
定 

一
、
七
七
〇
円 

（

一

時

間

を

増

す
ご
と
に
八
一
〇

円
を
加
え
る
。
） 

一
三
、
八
〇
〇
円 

 

 

                                  

⑷ 

真
円
度
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

 

二
、
六
〇
〇
円 

 

第
三
項
中 

を 

「 

「 

」 

」 

⑹ 

電
磁
波
妨
害
源
探
査
装 

 

置
に
よ
る
測
定 

⑸ 

リ
バ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
チ 

 

ャ
ン
バ
ー
を
使
用
す
る
測 

 

定 

⑷ 

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
測
定
シ 

ス
テ
ム
に
よ
る
測
定 

一
時
間 

一
時
間 

一
時
間 

四
、
四
七
〇
円 

（
一
時
間
を
増
す 

ご
と
に
三
、
〇
八 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

一
一
、
四
〇
〇
円 

（
一
時
間
を
増
す 

ご
と
に
九
、
五
一 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

七
、
三
一
〇
円 

（
一
時
間
を
増
す 

ご
と
に
五
、
七
六 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 

に
改
め
、
同
表
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑸ 

電
磁
波
妨
害
源
探
査
装

置
に
よ
る
測
定 

⑷ 

リ
バ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
チ 

ャ
ン
バ
ー
を
使
用
す
る
測

定 

一
時
間 

一
時
間 

  

に
、 

害
源
探
査
装 

定 ー
シ
ョ
ン
チ 

使
用
す
る
測 

 

一
時
間 

一
時
間 

 

四
、
四
七
〇
円 

（
一
時
間
を
増
す 

ご
と
に
三
、
〇
八 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

一
一
、
四
〇
〇
円 

（
一
時
間
を
増
す 

ご
と
に
九
、
五
一 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

 

「 

」 

を 

」 

「 



 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
七
項
中
「
七
六
〇
円
」
を
「
二
、
一
七
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

附 

則 
１ 
こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
別
表
第
一
及
び
別

表
第
二
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
申
請
の
あ
っ
た
試
験
研
究
機
器
の
利
用
の

許
可
及
び
依
頼
の
あ
っ
た
依
頼
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
申
請
の
あ
っ
た
試

験
研
究
機
器
の
利
用
の
許
可
及
び
依
頼
の
あ
っ
た
依
頼
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 
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